
コロナウィルスの感染拡大防止のため、厚生労働省より「新型コロナウィルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール
製品の使用について」の対応が出されました。さらにその後、臨時的・特例的な対応として、「60vol%台のエタノール
による消毒でも一定の有効性があると考えられる報告があることを踏まえ、これを手指消毒用として使用しても差し
支えない」と通達がありました。
弊社は190年間地元愛知県で酒造業を営んできた酒造メーカーとして、地元の皆様の力になりたいと考え、
微力ながら今回の判断に至りました。出荷は5月26日以降を予定しておりますが、本日よりご案内させていただきます。
ままた、国税局の一定の要件を満たす場合には酒税が非課税となる特例を受けて、弊社でも申請を行いより多くの方の
手に届くような価格としております。

 ・アルコール度数： 66度　・720ml　販売価格: 770円（税込）
・出荷時期： 5/26頃を予定　

記入日　　月　　日

ラベルにはマスク着用と
手指消毒を呼びかける
イラストが描かれています。

この高濃度エタノール製品の取り扱いにあたっては、以下の点にご留意ください。（国税庁HPより）
１．厚生労働省が定める「高濃度エタノール製品」の使用に係る取り扱いに従ってください。
２．やむを得ない場合に限り、使用者の責任において手指消毒に使用してください。
３．使用、保管及び取扱い上の注意事項を遵守してください。
４．手指消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用し、決して飲用しないでください。
５．厚生労働省が、一般家庭における「高濃度エタノール製品」の使用は原則として推奨しない
　　（石鹸による手洗いを推奨する。）としていることに留意してください。
６．詰め替えや表示の書き換え等により酒類等として転売等をしないでください。
　転売等をした場合、酒税法違反として刑事罰の対象となります。

合資会社　柴田酒造場 　愛知県岡崎市保久町字神水39
お問合せはこちらまで：　TEL　0564-84-2007　FAX　0564-84-2785　メール shibata-shuzoujou@kounotsukasa.co.jp

-------------　 FAX申し込みの方は以下にご記入ください（FAX番号：0564-84-2785）　--------------


